
不開示とする項目 根拠法令 不開示理由

個人情報保護法78条第１項６号

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、

検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の

中立性が損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益

を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。

個人情報保護法78条第１項７号ト
独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業

経営上の正当な利益を害するおそれ

診療経過記録

（その他の不開示箇所）
個人情報保護法78条第１項７号ト

独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業

経営上の正当な利益を害するおそれ

別紙

診療経過記録

（〇頁のみ）
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